
アル コール事業法 につ いて

平成13年4月1日 か ら 「アル コール 事業 法」が施 行 され る。 これ に よ り,ア ル コールの 製造,販 売,輸 入

権 を国が独 占 して きた アル コー ル専 売制 度 が廃 止 され,製 造,販 売,輸 入,使 用 につ い て許可 を受 け る こ と

によ り自由 に行 うこ とが で きるよ うに な る。

その 内容 を経 済 産業 省 の担 当 官 に解説 して いた だ いた〇

中 条 美 智 江

経 緯

現在,工 業 用 アル コール は,酒 税 が課 され な い低 廉

な価格 で安 定 的 に供給 す る こ とを目的 とした アル コー

ル 専売 制度 に よって管 理 されて い る。 このア ル コール

専 売制 度 は,昭 和12年 のア ル コール 専売 法 の制 定以 来

60年 以 上 もの長 きにわ た って存 続 して きた 。他 方,近

年 の行 政改 革 の動 きを踏 まえ,平 成10年 よ り工 業用 ア

ル コール にか か る制度 の あ り方 につ い て検討 を行 って

きたが,平 成11年4月27日 の 「国 の行 政組 織 等 の減

量,効 率化 等 に関 す る基本 的 計画 」 に おい て アル コー

ル専 売事 業 の民 営化 を閣議 決 定 した 。 これ を受 けて,

平成12年3月30日,専 売 法 を廃 止 して新 た なアル コ

ー ルの流通管理を行うこと等を定めたアルコール事業

法 が国会 で成 立 した。

目 的

アル コー ル事 業法 は,ア ル コー ル の製造,販 売,輸

入 権 を国が独 占 し,価 格 と需 要の 見通 しに基 づ く供給

量 を国が 一元 的 に決 め き きた アル コール専 売 制度 を廃

止 し,ア ル コー ルが 広 く工 業用 に使 用 され,国 民 生活

及 び産 業 活動 に不可 欠 で あ り,か つ,酒 類 と同一 の 特

性 を有 して い る こ とにか んが み,ア ル コール の酒 類 の

原 料 への 不正 な使 用 に引 き続 き配慮 しつ つ,許 可 制度

の採 用 を は じめアル コール の製 造,輸 入,販 売 の運営

等 を適 正 な もの とす る こ とに よ り,我 が国 の アル コー

ル事業 の健 全 な発 展 及 びア ル コー ルの安 定 的 な供 給 の

確保 を図 る こ とを 目的 に設 置 され た法律 で あ る。

許 可

アル コール事 業 法 に基づ くアル コール は,従 前 の も

の と同 じで90度 以 上 のア ル コール を言 い,平 成13年

4月 以 降 も工 業 用 アル コール を製 造,輸 入,販 売,使 用

す るた め に は,許 可 を受 ける こ とが必 要 で あ る。

ただ し,現 在,売 捌人 の指 定 を受 け てい る方 は,販

売事 業者 として みな し規 定 の採用 に よ り許可 申請 の必

要 は ない。

この 法律 に基 づ く許可 を取 得 す るた めの 申請 は,平

成13年1月6日 よ り受付 を開始 し,平 成13年4月1

日よ りアル コール事 業法 に基 づ くア ル コー ルの流 通管

理 が 実施 され る。

なお,許 可,変 更,追 加等 の 申請,定 期 報 告及 び届

出等 につ いて は,主 た る事務 所 の所在 地 を管轄 す る経

済 産 業局 長 へ提 出願 う こと とな る。

経 過 措 置

アル コー ル専 売制 度 の廃止 及 び新制 度 への移 行 に際

し,遠 隔 地 のユ ーザ ーや 中小 零細 ユ ーザ ー を中心 とし

た流通 面,価 格面 で の悪 影響 に対 す る配慮 か ら,平 成

13年4月1日 か ら平 成18年3月31日 まで の5年 間

は,ア ル コール の販 売 に関 し,製 造事 業者 又 は輸 入 事

業 者 の 製 造 又 は輸 入 した ア ル コー ル は,原 則 と して

NEDO(新 エ ネル ギー ・産 業 技術 総合 開発 機構)を 経

由 して 販 売 しな けれ ば な らな い こ と とな っ て い る。
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ア ル コー ル事 業 法 に基 づ く新 制度 の イ メー ジ図
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〔NEDOに よ る一 手購 入,販 売 〕(別 紙)

罰 則

ア ル コー ル事業 法 には,罰 則 が規 定 され てい る。製

造 事業 者,輸 入事 業 者,販 売事 業者,許 可 使 用者 の無

許 可使 用,譲 渡制 限,定 期報 告 等,こ の法 律 に違 反 し

た場合 は罰 則 が適 用 され る。

最後 とな るが アル コール事 業 法施 行 まで,あ と3ヶ

月 とな った。 この制度 の趣 旨や 手続 を十 分 ご理 解 い た

だ き,ア ル コー ル事 業法 に基 づ くアル コー ルの流 通管

理 制度 を遵守 して いた だ くようお願 い した い。

なお,こ の法律 につ いて の ご質問 等 は下記 で対応 し

ます。

関東経 済 産業 局産 業 振興 部

アル コール課 業務 係

TEL048-600-0399

FAX048～601-1296

(関東 通商 産業 局産 業振興 部)
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